
令和８年度 地域再生マネージャー事業に係る支援業務委託 

企 画 募 集 要 領【案】 

 

１ 募集趣旨 

一般財団法人地域総合整備財団（以下｢財団｣という。）では、地域づくりの専門的な知識、

ノウハウ等を有する外部専門家を活用し、地域の課題解決を図る取組を行う市町村等を支

援する「地域再生マネージャー事業」（以下「本事業」という。）を実施しており、本事業の

効果的な推進のため、財団において実施する以下の業務について、事業者を募集するもの

である。 

 なお、業務内容のうち、外部専門家短期派遣事業及びまちなか再生事業にかかる業務は

本業務委託内容に含まない。 

 

＜地域再生マネージャー事業について＞ 

地域再生に取り組む市町村等に対して、地域再生の専門的知識や実務的ノウハウを

有する外部専門家の活用を支援することにより、当該地域の実情に応じた地域活性化

の取組を推進し、活力と魅力ある地域づくりに寄与することを目的とし、以下の事業

を実施 

  ・ふるさと再生事業 

   ・外部専門家短期派遣事業 

   ・地域再生セミナー 

   ・まちなか再生事業 

  なお、上記のうち「外部専門家短期派遣事業」及び「まちなか再生事業」については、

本業務委託には含めないものとする。 

   また、各業務の詳細な内容については仕様書を参照すること。 

 

２ 業務の内容 

 (1)業務名：令和８年度地域再生マネージャー事業に係る支援業務 

 (2)委託仕様書（別紙）を参照 

 (3)業務概要 

  財団が行う以下の事業の効果的な推進に係る支援等 

① ふるさと再生事業 

② 地域再生セミナーの開催 

③ 事業報告書作成等 

④ その他 

 

 

３ 委託期間 

令和 8年 4月 1日より令和 9年 3月 11日までの期間とする。 

 

 

４ 提案限度価格 

・提案限度価格は 12,000,000円（税込）を超えないこと。 

・見積書は内訳が判るように作成すること。  

 

 



５ 応募資格 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167 条の 11

第 1 項において準用する場合を含む。) の規定に該当しないこと。 

(2) 官庁（国の全ての機関）から、指名停止又は一般競争参加資格停止若しくは営業停止

（以下「指名停止等」という。）を受けている期間に該当しない者であること。なお、

官庁からの指名停止等を受けているのが、会社（法人）の本店・支店・営業所等のいず

れであっても応募資格はない。 

(3) 本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。 

 

６ 選考方法 

(1) 選考 

企画提案を受けて財団が選考を実施する。 

 

 (2) 選考基準 

以下の基準により、審査を行い、その総合得点が最も高い者を委託者として決定する。 

ただし、すべての提案者の提案内容が業務を遂行するにあたり著しく問題が生じると 

財団が判断する場合は、本選考を中止する。 

① 企画提案内容が本事業を十分理解し、その趣旨と合致していること。 （30点） 

② 本事業の実施に十分な能力及び体制を有すること。         （30点） 

担当者が地域再生に関する十分な専門性を有している。 

担当者が過去に類似事業を実施した十分な実績を有している。 

業務を確実、円滑に実施するための実施体制を有している。 

③ 見積価格が適正であること。                   （30点） 

提案限度価格の範囲内で適正な見積りが行われていること。 

④ その他特に優れた点があること。                 （10点） 

その他、特に加算すべき優れた内容が認められる。 

(3) 選考結果の通知  

令和 8年 3月中旬（予定）に、応募者全員に文書で通知する。 

 

７ 企画提案に係るその他事項 

(1) 企画提案に要する費用の負担は、応募者負担とする。 

(2) 応募書類の返却は行わない。 

(3) 成果物については、全て財団に帰属するものとする。 

 

８ 企画提案書等の提出 

(1) 提出期限 

・郵送の場合：令和 8年 3月 2日(月)当日必着 

・持参の場合：令和 8年 3月 2日(月)午後 5時必着 

 

 

(2) 提出書類 

 次の書類を各１部提出すること。 

①業務実績 

②会社概要 

③業務実施体制（複数名の専門家により体制を組むとともに、責任者を明示すること。） 



④担当者経験一覧 

⑤見積書（人件費については、業務内容ごとの内訳についても記載すること。） 

⑥その他（企画提案など） 

 

(3) 応募方法 

持参又は簡易書留で郵送によること。（電子メール、ファックスは不可） 

 

(4) 提出先及び問い合わせ先 

  (一財)地域総合整備財団 地域再生部 地域再生課宛 

  〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-8-1 麹町クリスタルシティ東館 12階 

TEL03-3263-5736 saisei-ka@furusato-zaidan.or.jp 

 


